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３．新たに許可を申請する車両に関する手続き
４．その他

平成31年 4月 1日
関東地方整備局



1

１．許可の有効期間の延長について

特殊車両通行許可について、事業者における許可の申請の事務負担の軽減
と許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要

件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大２
年間から４年間（超重量・超寸法車両はこれまでの最大１年間から２年間）へと
延長します。

対象となる優良事業者の車両の要件は、以下とおりです。

① 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
－ 登録は申請支援システムより行うことができます。

② 違反履歴のない事業者の車両であること
－ 当面の間、過去2年以内に違反（過積載による警告等）の履歴が存在しな

いことが必要です。
③ Gマーク認定事業所に所属する車両であること

平成３１年４月１日以降、以上の要件を満たす全ての車両※の許可が対象とな
ります。
※既に、これまでの２年間又は１年間以内の有効期間で許可を受けている車両について
は、新たに登録の手続きが必要です。

（登録、許可申請の際の手続きについては次ページ以降で説明します。）
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（参考）車両ごとの有効期間の区分

区分

許可期間

優良
事業者

その他

寸法又は重量が一定の
基準（右記別表参照）
に掲げる数値のいずれ
かを超える諸元の車両
（道路運送法による一
般旅客自動車運送事業
の用に供する車両を除
く）

２年以内 １年以内

上記以外の車両 ４年以内 ２年以内
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１．必要となる手続きについて（概要）

既に許可を受けている車両
①ＥＴＣ２．０の登録
（対象となる許可の特定、規約への同意等）
②違反履歴の確認
③Ｇマーク認定番号の届出
※全てシステム上の操作のみで可能。

※併せてトレーラの追加、経路の追加等を行いたいときは、別途許可（変更）の
申請が必要となります。

（注）平成３２年３月３１日までに上記の手続きを行ってください。

新たに許可を申請する車両
①ＥＴＣ２．０の登録
（規約への同意等）
②違反履歴の確認
※当面の間、違反履歴の確認画面を申請時に提出してください。（Ｐ１４参照）

③Ｇマーク認定証の写しの届出
※申請時に提出してください。

④許可の申請
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２．既に許可を受けている車両に関する手続き

既に許可を受けている車両に関する手続き
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【留意点】
① 既存の許可証の期間延長は、2020年３月31日までに手続して頂いたもの

に限られますので、ご注意下さい。

② 許可データ更新のため、既存の許可の有効期限が終了する日の１４日前ま
でに手続を完了させてください。

③ 新たな許可証は発行されませんので、通行の際は、既存の許可証とP15に
記載される登録完了画面のキャプチャを携行してください。
※取締りの際には、上記の提示をお願いします。

④ 既存の許可証の期間延長の対象は、Ｇマーク認定事業所で使用する車両
に限られますのでご注意ください。

⑤ 既存許可証の延長後に、変更・更新申請を行う場合には、既存許可証の発
行窓口事務所に直接お問い合わせください。

※ 既存の許可証の期間延長の手続に関しては、手数料は発生しません。

２．既に許可を受けている車両に関する手続き
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申請支援システムにて既存許可の許可期間延長制度の利用登録（申し出）を行
うことができます。

① 業務支援用ETC2.0車載器の登録と許可期間延長の利用登録
－ ETC2.0車載器の登録時に利用する制度の登録ができます。

② 延長の条件登録
－ 下記の条件を満たしている場合に許可期間を延長の登録ができます。

●ETC2.0車載器を登録していること
●違反履歴がないこと
●Gマーク認定事業所であること
登録内容をキャプチャし、通行の際に携行する必要があります。

２．既に許可を受けている車両に関する手続き



ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □
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①
申請支援システムに
ログイン

ETC2.0車載器 車両追加

車両番号

車載器管理番号

閉じる

ASL-ID

...

追加

― ―

④
情報を入力し、追加を選択
※一度に20台まで登録可能

【①】ETC2.0車載器の登録

③
車両追加を選択

制度の利用規約 Λ

Ｖ

同意する同意しない

許可期間延長
利用規約

⑥
許可期間延長の
利用規約を確認する

登録した車載器
が追加される

⑤
許可期間延長制度を利用す
る車載器の項目に✓を入れ、
利用制度の変更を選択

⑦
許可期間制度の項目の
背景が赤色に変わる

２．既に許可を受けている車両に関する手続き

申請支援システム

申請データ作成

申請書作成状況一覧

担当者変更

申請書提出

ETC2.0車載器登録

個別協議状況一覧

経路図作成状況一覧

申請状況照会

②
ETC2.0車載器登録
を選択

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

以下の車両番号、車載器管理番号、ASL-IDに関し利用制度を登録しました。

⑧
利用登録メッセージの表示
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【②】延長の条件登録

延長申請条件登録

②
延長申請条件登録を選択

[入力時の留意点]
• Gマーク登録証番号は半角数字7桁+半角数字1桁
• 許可番号は事務所（選択式）＋年度＋6桁半角数字
• 許可日は半角数字8桁で入力

（例：2019年1月10日 ⇒ 20190110）

①
申請支援システムにログイン

事務所はプルダウンより選択

登録内容確認画面

以下の情報を登録しますが、よろしいですか

・延長対象の許可番号：東国交特123456 
・ETC2.0車載器を延長対象の全車両に装着済み
・申請日から過去２年間の違反履歴はありません
・ Gマークを取得済みの事業者です（登録証番号：1234567-1）

④本画面のキャプチャを取得し、ドライバーが携行する

登録完了と表示されても、ETC2.0車載器の登録

がされていない場合や違反履歴が確認された場
合は、延長出来ません。

２．既に許可を受けている車両に関する手続き

1234567 1

123456事務所名

20190110

③
各種情報を入力し、
登録をクリック
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３．新たに許可を申請する車両に関する手続き

新たに許可を申請する車両に関する手続き
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【留意点】

① 包括申請（一の申請で複数の車両の申請を行うもの）については、申請す
る全ての車両が、業務支援用ＥＴＣ2.0車載器の登録していること、違反履
歴がないことを満たす必要があります。

② 申請者名はＧマーク認定事業所と同一の事業者名で申請する必要があり
ます。※なお、更新申請を行う場合において、更新前の許可証の申請者名がＧマーク認定事
業所と同一でない場合は、更新申請を行う際に、申請者名を修正の上、申請して下さい。

③ ４月１日以降新たに申請し、許可期間延長を希望する場合は、申請支援シ
ステムの一部が未対応であるため、当面の間、申請書作成状況一覧の許
可期間延長のメッセージが表示された「申請書作成状況一覧画面のキャプ
チャ」を提出する必要があります。（Ｐ１４以降参照）

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き
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許可期間延長制度を利用した新規の申請を行うためには以下の手順が必要
です。（超重量・超寸法は２年を１年に、４年を２年に読み替えてください。）

① 業務支援用ETC2.0車載器の登録

② 許可期間が2年の申請書を作成
－申請支援システムにて申請書入力時に通行期間を2年とする。

③ 許可期間が4年の申請が可能であるかを確認
－申請書作成状況一覧で確認を行い、
許可期間の延長が認められる場合には画面キャプチャを取得する。

④ 申請書を提出する
－下記の書類を添付する。

 ③で取得した画面キャプチャ
 Gマーク認定証の写し

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き



ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

No 車両番号 車載器管理番号 ASL-ID ETC2.0簡素化制度 ダブル連結トラック 許可期間延長 選択
1 ☑ ☑ ☑ ☑

2 ☑ □ ☑ ☑

3 □ ☑ ☑ □
4 ☑ ☑ □ □
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①
申請支援システムに
ログイン

ETC2.0車載器 車両追加

車両番号

車載器管理番号

閉じる

ASL-ID

...

追加

― ―

④
情報を入力し、追加を選択
※一度に20台まで登録可能

【①】ETC2.0車載器の登録

③
車両追加を選択

制度の利用規約 Λ

Ｖ

同意する同意しない

許可期間延長
利用規約

⑥
許可期間延長の
利用規約を確認する

登録した車載器
が追加される

⑤
許可期間延長制度を利用す
る車載器の項目に✓を入れ、
利用制度の変更を選択

⑦
許可期間制度の項目の
背景が赤色に変わる

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き

申請支援システム

申請データ作成

申請書作成状況一覧

担当者変更

申請書提出

ETC2.0車載器登録

個別協議状況一覧

経路図作成状況一覧

申請状況照会

②
ETC2.0車載器登録
を選択

ETC2.0車載器　利用登録

戻る削除実行車両追加 車載器変更 利用制度の変更

以下の車両番号、車載器管理番号、ASL-IDに関し利用制度を登録しました。

⑧
利用登録メッセージの表示
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【②】許可期間が2年の申請書を作成

延長申請条件登録

①
申請データ作成を選択

②
通行期間を2年とする

通行期間が2年を超えるデータは申請書を作成できません

③
申請書作成予約登録を行う

申請支援システムの一部が未対応のため、当面の間
は最大2年の通行期間しか入力できません。
通行期間の延長を希望される方は、「申請書作成状
況一覧画面のキャプチャ」、「Gマーク認定証の写し」
と併せて提出をお願いします。

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き
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【③】許可期間が4年又は２年の申請が可能であるかを確認

ＥＴＣ2.0の登録及び違反履歴の確認の結果、許可期間延長申請が可能です。
許可期間延長申請をする場合は、本画面を申請時に添付するとともに「Ｇマーク
認定書の写し」を添付してください

このメッセージが出ていれば、許可期間４年（従来許可期間２年の場合）又は許可期間２年
（従来許可期間１年の場合）での申請が可能です。
申請する場合には、画面キャプチャを取得し、申請時に添付してください

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き
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【④】申請書を提出する

・取得した画面キャプチャ
・Gマーク認定証の写し
を添付する

Gマーク認定証

３．新たに許可を申請する車両に関する手続き

手順③で取得した
画面キャプチャ
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４．その他

○一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両の期間延長に
つきましては、最大４年まで期間を延長することが可能です。

※ Gマーク認定証の代わりに一般旅客自動車運送事業の許可証の

写しを添付が必要となります。また、申請者名は一般旅客自動車運
送事業者の許可を受けた者と同一の名称で申請する必要がありま
す。

○なお、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両の期間延
長の手続きが他の車両と異なるため、期間延長に関しては、道路管
理者の窓口までお問い合わせください。
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